
電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 

第１章 総則 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用語 意味 

１～99-3 （略） （略） 

  第２章の２ 通信用建物等に相互接続点を設置する等の手続き 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 

第 10 条の３ 

１～４ （略） 

５ （略） 

(1)～(4) （略） 

(5) 接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する通

信用建物等に関し、電力会社（電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第８号に定める電気事業

者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。）と締結している電気の供給に係る契

約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。

  第３章 協定の締結手続き等 

第６節の３ 優先パケット機能の接続に関する手続き 

（優先パケット機能の接続に係る管理方針） 

第 34 条の 14 

１～２ （略） 

３ 当社は、優先クラス通信機能との接続にあたって、接続申込者が指定する優先クラス通信機能に係る通信宛

先アドレスと１回線あたりの優先クラスの利用帯域の組み合わせ（以下「設定パターン」といいます。）を一

般収容局ルータに設定するものとします。この場合において、設定可能な上限数は、優先クラス通信機能を利

用する回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定めるメニュー５－１の10Gbit/sのものの場合、ファミリータイ

プ及びマンションタイプ（ただし、同メニュー５－１の10Gbit/sのものを除きます。）の場合並びにビジネス

タイプの場合それぞれ13とします。

（優先クラス通信機能の接続申込み） 

第 34 条の 15 

１ （略） 

２ 前項の場合において、当社は、以下の各号に定める上限の範囲で優先クラス通信機能を利用することができ

第１章 総則 
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第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用語 意味 

１～99-3 （略） （略） 

99-4 ＩＰ電話 当社及び他事業者がインターネットプロトコルを用いて音声伝送を

行うことにより提供する電話の役務 

  第２章の２ 通信用建物等に相互接続点を設置する等の手続き 

（相互接続点の調査及び設置申込み） 
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１～４ （略） 
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(5) 接続に必要な装置等に対して電力の供給を行うことにより、当社がその接続に必要な装置等を設置する通

信用建物等に関し、電力会社（電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第３号に定める電気事業

者のうち、当社が電気の供給を受けることを約した会社をいいます。）と締結している電気の供給に係る

契約の内容に著しい変更を生じ、又は生じるおそれがあること。

  第３章 協定の締結手続き等 

第６節の３ 優先パケット機能の接続に関する手続き 

（優先パケット機能の接続に係る管理方針） 

第 34 条の 14  

１～２ （略） 

３ 当社は、優先クラス通信機能との接続にあたって、接続申込者が指定する優先クラス通信機能に係る通信宛

先アドレスと１回線あたりの優先クラスの利用帯域の組み合わせ（以下「設定パターン」といいます。）を

一般収容局ルータに設定するものとします。この場合において、設定可能な上限数は、優先クラス通信機能

を利用する回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定めるメニュー５－１の10Gbit/sのものの場合、ファミリ

ータイプ及びマンションタイプの場合並びにビジネスタイプの場合それぞれ13とします。 

（優先クラス通信機能の接続申込み） 

第 34 条の 15  

１ （略） 

２ 前項の場合において、当社は、以下の各号に定める上限の範囲で優先クラス通信機能を利用することができ
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る旨の回答を行うものとします。 

（1）（略） 

（2）一度に申込む設定パターン数が、優先クラス通信機能を利用する回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定

めるメニュー５－１の10Gbit/sのものの場合、ファミリータイプ及びマンションタイプ（ただし、同メニュー

５－１の10Gbit/sのものを除きます。）の場合並びにビジネスタイプの場合それぞれ２（その申込み以前に接

続申込みを行い、未だ優先クラス通信機能との接続を開始していない設定パターンがある場合は、その数を含

んで２とします。）以下であること 

 

（光回線設備の回線調整等工事） 

第 37 条の４ 当社は、第37条（その他の工事の請求）第１項の規定に基づき、光回線設備（光信号局内伝送路

を含みます。以下この条において同じとします。）の回線調整等工事の請求を承諾したときは、協定事業者か

ら指定のあった光回線設備の回線調整等工事を行います。この場合において、当社は光回線設備の回線調整等

工事の実施により一定の伝送速度による通信を可能とすることを保証しないものとします。 

 

 

 

第10章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 協定事業者は、次の各号の規定に従い、料金表第１表第１（網使用料）に規定する網使用料のうち月

額で定める料金（以下「定額制の網使用料」といいます。）を支払うことを要します。 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第７欄、光信号電気信号変換機能、

光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、光

回線設備管理機能、光信号局内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能、一般収容局ルー

タ接続ルーティング伝送機能又は特定光信号端末回線管理機能の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換機

能については、第28条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して協定の

解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日までの期間

（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

(4) 端末系交換機能第 10 欄ア(ｲ)欄若しくはイ(ｲ)欄又はルーティング伝送機能第２欄ウ欄の場合 

前条に規定する機能の利用を開始する予定の期日を含む月から起算して当社の指定電気通信設備との接

続を終了する予定の期日（協定の解除又は消滅があった場合はその期日とします。）を含む月までの期間 

 

 

 

（ＩＰ通信網県間区間伝送路との接続の申込みに係る手続き等） 

第 102 条 接続申込者が、第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７欄又は第７－２欄での接続の申込み

と併せてＩＰ通信網県間区間伝送路の接続を申込む場合において、ＩＰ通信網県間区間伝送路の接続に係る手

続き等は、第 11 条（事前調査の申込み）、第 12 条（事前調査の受付及び順番）、第 13 条（事前調査の回

答）、第 21 条（接続申込み）、第 22 条（接続申込みの承諾）、第 38 条（標準的接続期間）、第 40 条

（協定の単位）から第 46 条（協定の消滅）及び第99 条の８（接続の手続及び算定根拠に関する情報の提

供）第１項の規定を準用します。 

 

る旨の回答を行うものとします。 

（1）（略） 

（2）一度に申込む設定パターン数が、優先クラス通信機能を利用する回線がＩＰ通信網サービス契約約款に定

めるメニュー５－１の10Gbit/sのものの場合、ファミリータイプ及びマンションタイプの場合並びにビジネ

スタイプの場合それぞれ２（その申込み以前に接続申込みを行い、未だ優先クラス通信機能との接続を開始

していない設定パターンがある場合は、その数を含んで２とします。）以下であること 

 

 

（光回線設備の回線調整等工事） 

第 37 条の４ 当社は、第37条（その他の工事の請求）第１項の規定に基づき、光回線設備（光信号局内伝送

路及び特定光信号端末回線を含みます。以下この条において同じとします。）の回線調整等工事の請求を承

諾したときは、協定事業者から指定のあった光回線設備の回線調整等工事を行います。この場合において、

当社は光回線設備の回線調整等工事の実施により一定の伝送速度による通信を可能とすることを保証しない

ものとします。 

 

 

 第10章 料金等 

第２節 接続料金の支払義務 

（定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 協定事業者は、次の各号の規定に従い、料金表第１表第１（網使用料）に規定する網使用料のうち

月額で定める料金（以下「定額制の網使用料」といいます。）を支払うことを要します。 

(1)～(2)（略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第７欄、光信号電気信号変換機能、

光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、光

回線設備管理機能、光信号局内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能、一般収容局ルー

タ接続ルーティング伝送機能、特定光信号端末回線管理機能又はルーティング伝送機能第４欄ア欄の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換機

能については、第28条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して協定の

解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日までの期間

（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

(4) 端末系交換機能第 10 欄ア(ｲ)欄若しくはイ(ｲ)欄又はルーティング伝送機能第２欄ウ欄若しくは第４欄イ

欄の場合 

前条に規定する機能の利用を開始する予定の期日を含む月から起算して当社の指定電気通信設備との接

続を終了する予定の期日（協定の解除又は消滅があった場合はその期日とします。）を含む月までの期間 

 

 

（ＩＰ通信網県間区間伝送路との接続の申込みに係る手続き等） 

第 102 条 接続申込者が、第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７欄又は第７－２欄での接続の申込み

と併せてＩＰ通信網県間区間伝送路の接続を申込む場合（ＩＰｏＥ方式で接続を行う場合及びＩＰ電話の提

供の用に供する場合を除きます。以下この条において同じとします。）において、ＩＰ通信網県間区間伝送

路の接続に係る手続き等は、第 11 条（事前調査の申込み）、第 12 条（事前調査の受付及び順番）、第 13 

条（事前調査の回答）、第 21 条（接続申込み）、第 22 条（接続申込みの承諾）、第 38 条（標準的接続

期間）、第 40 条（協定の単位）から第 46 条（協定の消滅）及び第99 条の８（接続の手続及び算定根拠に

関する情報の提供）第１項の規定を準用します。 
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２ （略） 

３ 協定事業者は、優先パケットＩＰ通信網県間区間伝送機能（ＩＰ通信網県間区間伝送路を利用して優先クラ

スに対応した転送優先度識別子を設定したＩＰパケットに係る交換及び伝送を行う機能をいいます。以下、同

じとします。）又は第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７－２欄で接続する場合のＩＰ通信網県間区

間伝送機能の利用について、次の規定に従い、料金表第５表第１（ＩＰ通信網県間区間伝送路に係るもの）２

（料金額）に規定する料金額の支払いを要します。 

(1) 優先パケットＩＰ通信網県間区間伝送機能の場合 

第64条（定額制の網使用料の支払義務）第１項第４号、第３項及び第５項の規定を準用します。 

(2) 第５条第１項の表中第７－２欄で接続する場合のＩＰ通信網県間区間伝送機能の場合 

第65条（従量制の網使用料の支払義務）を準用します。 

 

 

 

 

２ （略） 

３ 削除 
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料金表 料金表

第１表　接続料金 第１表　接続料金

第１　網使用料 第１　網使用料

　１　適用 　１　適用

区分 内容 区分 内容

(1)～(3) （略） （略） (1)～(3) （略） （略）

(5) 機能ごとの網使用料の適用の
特例

ア （略）
イ ２－２第９欄若しくは第10欄（ア(ｲ)欄及びイ(ｲ)欄を除きます。）、２－４
第４欄（イ欄を除きます。）、２－４の２、２－７の２、２－７の３、２－７
の４、２－７の５又は２－13第２欄（ウ欄を除きます。）規定する機能は、次
に掲げるいずれかの組み合わせで適用することとします。
(ｱ)～(ｴ) （略）
(ｵ) ２－２第９欄ア(ｲ)欄及び第10欄ア(ｱ)欄、２－４第４欄エ欄、２－７の
２、２－７の３、２－７の４、２－７の５並びに２－13第２欄ア欄又はイ
(ｶ)～(ｷ) （略）
(ｸ) ２－２第９欄イ欄及び第10欄イ(ｱ)欄、２－４第４欄エ欄、２－７の２、２
－７の３、２－７の４、２－７の５並びに２－13第２欄ア欄又はイ欄

(5) 機能ごとの網使用料の適用の
特例

ア （略）
イ ２－２第９欄若しくは第10欄（ア(ｲ)欄及びイ(ｲ)欄を除きます。）、２－４
第４欄（イ欄を除きます。）、２－４の２、２－７の２、２－７の３、２－７
の４、２－７の５、２－13第２欄（ウ欄を除きます。）又は２―13第４欄ウ欄
に規定する機能は、次に掲げるいずれかの組み合わせで適用することとしま
す。
(ｱ)～(ｴ) （略）
(ｵ) ２－２第９欄ア(ｲ)欄及び第10欄ア(ｱ)欄、２－４第４欄エ欄、２－７の
２、２－７の３、２－７の４、２－７の５並びに２－１３第２欄ア欄又はイ欄
及び第４欄ウ欄
(ｶ)～(ｷ) （略）
(ｸ) ２－２第９欄イ欄及び第10欄イ(ｱ)欄、２－４第４欄エ欄、２－７の２、２
－７の３、２－７の４、２－７の５並びに２－13第２欄ア欄又はイ欄及び第４
欄ウ欄

(6)～(8)-10 （略） （略） (6)～(8)-10 （略） （略）

(8)-11 一般収容局ルータ優先パ
ケット識別機能及び一般中継系
ルータ交換伝送機能に係る料金の
適用

ア ２（料金額）２－２第10 欄ア(ｲ)欄又はイ(ｲ)欄及び２－13第２欄ウ欄につ
いては、組み合わせて適用します。
イ～ウ （略）

(8)-11 一般収容局ルータ優先パ
ケット識別機能及び一般中継系
ルータ交換伝送機能に係る料金の
適用

ア ２（料金額）２－２第10 欄ア(ｲ)欄又はイ(ｲ)欄、２－13第２欄ウ欄及び第
４欄イ欄については、組み合わせて適用します。
イ～ウ （略）

(8)-12 一般ＩＰ通信網県間中継
系ルータ交換伝送機能に係る料金
の適用

ア ２（料金額）２－13第４欄に係る料金については、協定事業者が利用するＩ
Ｐ通信網終端装置のポートに応じた数を乗じて得た額を適用します。
イ ２（料金額）２－13第４欄ア（ｲ）欄に規定する料金については、下記いず
れかの相互接続点で接続する場合に適用します。
(ｱ) 接続対象地域を京都府とする大阪府内の相互接続点
(ｲ) 接続対象地域を奈良県、滋賀県、和歌山県、石川県、福井県及び富
山県とする兵庫県内の相互接続点
(ｳ) 接続対象地域を岐阜県、三重県及び静岡県とする愛知県内の相互接
続点
(ｴ) 接続対象地域を岡山県、山口県、鳥取県、島根県、愛媛県、香川県、徳島
県及び高知県とする広島県内の相互接続点
(ｵ) 接続対象地域を熊本県、鹿児島県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎
県及び沖縄県とする福岡県内の相互接続点

(9)～(10)-3 （略） （略） (9)～(10)-3 （略） （略）

(10)-4 イーサネットフレーム伝
送機能に係る料金の適用

ア～イ （略）
ウ ２－６の３－２又は２－６の３－３に掲げる料金額については、それぞれと
組み合わせて適用する２－１－１－１第９欄に規定する機能に係るＬＡＮ型通
信網サービスの品目である伝送容量の合計値（100Mbit/sを超えて１Gbit/s未満
となる場合には、100Mbit/s未満の端数を、１Gbit/sを超えて10Gbit/s未満とな
る場合には、１Gbit/s未満の端数を、10Gbit/sを超える場合には、10Gbit/s未
満の端数をそれぞれ切り上げた値とし、協定事業者ごとに算定します。）に応
じて適用します。この場合において、伝送容量の合計値が100Gbit/sを超えると
きは、100Gbit/sの符号伝送が可能なものの料金額に、当該料金額を10で除した
金額を100Gbit/sを超えた10Gbit/sごとに加算して適用するものとします。

(10)-4 イーサネットフレーム伝
送機能に係る料金の適用

ア～イ （略）
ウ ２－６の３－２又は２－６の３－３に掲げる料金額については、それぞれと
組み合わせて適用する２－１－１－１第９欄に規定する機能に係るＬＡＮ型通
信網サービスの品目である伝送容量の合計値（100Mbit/sを超えて１Gbit/s未満
となる場合には、100Mbit/s未満の端数を、１Gbit/sを超えて10Gbit/s未満とな
る場合には、１Gbit/s未満の端数を、10Gbit/sを超えて100Gbit/s未満となる場
合には、10Gbit/s未満の端数を、100Gbit/sを超えて１Tbit/s未満となる場合に
は、100Gbit/s未満の端数を、１Tbit/sを超えて10Tbit/s未満となる場合には、
１Tbit/s未満の端数を、10Tbit/sを超える場合には、10Tbit/s未満の端数をそ
れぞれ切り上げた値とし、協定事業者ごとに算定します。）に応じて適用しま
す。この場合において、伝送容量の合計値が100Tbit/sを超えるときは、
100Tbit/sの符号伝送が可能なものの料金額に、当該料金額を10で除した金額を
100Tbit/sを超えた10Tbit/sごとに加算して適用するものとします。
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月額 月額

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｳ) (ｳ)

③ 令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

4,334円

エ ２芯式
のもの

(ｱ)～(ｲ)（略） 　　　 　　　 エ ２芯式
のもの

(ｱ)～(ｲ)（略） 　　　 　　　

(ｱ)(ｲ)以外のもの １回線ごと
に

3,941円 (ｱ)(ｲ)
以外の
もの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

4,388円

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

4,380円

第６欄ア(ｱ)②
欄に規定する料
金額

第６欄ア(ｱ)③
欄に規定する料
金額

(ｱ)(ｲ)
以外の
もの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)③A
欄に規定する料
金額

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)③B
欄に規定する料
金額

③

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)②B
欄に規定する料
金額

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)②C
欄に規定する料
金額

　　　
(4)～(5)
（略） 　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

(4)～(5)
（略） 　　　　　　　　　　 　　　 　　　

　　　

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)③C
欄に規定する料
金額

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの １回線ごと
に

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)①B
欄に規定する料
金額

③ 令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)①C
欄に規定する料
金額

(ｲ) 保守の区別がタイプ１－２の
もの

１回線ごと
に

保守の
区別が
タイプ
１－２
のもの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)②A
欄に規定する料
金額

(3) 端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
５欄で
接続す
る場
合）

端末回
線によ
り伝送
を行う
機能

ア～イ　（略） 　　　 　　　

　　　

(3) 端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
５欄で
接続す
る場
合）

端末回
線によ
り伝送
を行う
機能

ア～イ　（略） 　　　 　　　

ウ １芯式
のもの

(ｱ) 保守の区別がタイプ１－１の
もの

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)①
欄に規定する料
金額

ウ １芯式
のもの

保守の
区別が
タイプ
１－１
のもの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

第６欄ア(ｱ)①A
欄に規定する料
金額

③

２　料金額

　２－１　端末回線伝送機能

　　２－１－１　基本額

　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　(1)～(2)
（略）

　　　２－１－１－１　基本料

区分 単位 料金額 備考

２　料金額

　２－１　端末回線伝送機能

　　２－１－１　基本額

　　　２－１－１－１　基本料

区分 単位 料金額 備考

(1)～(2)
（略）
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(6) (6)

①1,913円

1,970円

②

③

②

(ｲ)

①端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
１－３
欄で接
続する
場合）

光信号
端末回
線（光
局外ス
プリッ
タを含
まない
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

C

A

B

C

C

光回線
設備接
続モ
ジュー
ルにお
いて
フィル
タを利
用しな
い場合

保守の区別がタイプ１
－１のもの

１回線ごと
に

保守の区別がタイプ１
－２のもの

１回線ごと
に

③ ①②以外のもの １回線ごと
に

2,167円

１回線ごと
に

2,104円

①②以
外のも
の

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,194円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,190円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

保守の
区別が
タイプ
１－２
のもの

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,130円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,126円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,126円

光回線
設備接
続モ
ジュー
ルにお
いて
フィル
タを利
用しな
い場合

保守の
区別が
タイプ
１－１
のもの

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,130円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

A

B

１回線ごと
に

2,126円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

2,167円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,190円

１回線ごと
に

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

①②以
外のも
の

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,194円

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

2,130円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

③

１回線ごと
に

1,913円

②

①②以外のもの １回線ごと
に

1,970円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

光回線
設備接
続モ
ジュー
ル（光
回線設
備を成
端する
装置で
あっ
て、配
線盤に
設置す
るもの
をいい
ます。
以下同
じとし
ま
す。）
におい
てフィ
ルタ
（保守
利用を
目的と
して光
信号の
一部の
帯域を
制限す
るもの
をいい
ます。
以下同
じとし
ま
す。）
を利用
する場
合

保守の区別がタイプ１
－１のもの

１回線ごと
に

保守の区別がタイプ１
－２のもの

１回線ごと
に

1,913円

ア (ｱ) ①

③

② 1,913円

(ｲ) ①

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

2,104円

端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
１－３
欄で接
続する
場合）

ア 光信号
端末回
線（光
局外ス
プリッ
タを含
まない
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

(ｱ) 光回線
設備接
続モ
ジュー
ル（光
回線設
備を成
端する
装置で
あっ
て、配
線盤に
設置す
るもの
をいい
ます。
以下同
じとし
ま
す。）
におい
てフィ
ルタ
（保守
利用を
目的と
して光
信号の
一部の
帯域を
制限す
るもの
をいい
ます。
以下同
じとし
ま
す。）
を利用
する場
合

2,126円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

2,104円

１回線ごと
に

保守の
区別が
タイプ
１－１
のもの

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

2,130円

2,104円

保守の
区別が
タイプ
１－２
のもの
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①

②

③

①

②

③

①

②

③

(9) ア (9) ア

イ イ

月額 月額

ア ア

(ｲ) 保守の区別がタイプ１
－２のもの

(ｱ)

端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
１－３
欄で接
続する
場合）

イ 光信号主端末回線
（光局外スプリッタ
を含むものに限りま
す。）により１芯に
て伝送を行う機能

(ｱ) 保守の区別がタイプ１
－１のもの

１回線ごと
に

1,510円

１回線ごと
に

1,510円

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの １回線ごと
に

1,552円 (ｳ)

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,815円

区分 単位 料金額 備考

を加算した料
金額

163円

のうち、

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)②欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

(ｱ)(ｲ)
以外の
もの

1,779円

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,823円

保守の
区別が
タイプ
１－２
のもの

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,773円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,765円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

1,730円

(ｲ)

イ 光信号主端末回線
（光局外スプリッタ
を含むものに限りま
す。）により１芯に
て伝送を行う機能

保守の
区別が
タイプ
１－１
のもの

令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,773円

令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１回線ごと
に

1,765円

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１回線ごと
に

1,730円

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額

１回線ごと
に

2,618円ウ ２Gbit/s から400Gbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

1,585円 接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)①欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

162円

１回線ごと
に

200Mbit/s から1Gbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

１回線ごと
に

9,091円

端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
５－３
欄で接
続する
場合）

端末回線を収容する
伝送装置及び端末回
線により伝送を行う
機能

10Mbit/s から100Mbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

１回線ごと
に

4,081円

　　　

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

保守の区別が
タイプ１－１
のもの

(ｱ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

(ｲ) 令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

　　　２－１－１－１の２　複数年段階料金を適用する場合の基本料

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)①欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

(7)～(8)
（略）

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

２Gbit/s から400Gbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

１回線ごと
に

2,605円

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

212円

212円

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

(7)～(8)
（略）

　　　 　　　 　　　 　　　 　　　

端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
５－３
欄で接
続する
場合）

端末回線を収容する
伝送装置及び端末回
線により伝送を行う
機能

10Mbit/s から100Mbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

１回線ごと
に

4,591円

　　　

200Mbit/s から1Gbit/s まで
の符合伝送が可能なもの

１回線ごと
に

9,973円

ウ

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

　　　２－１－１－１の２　複数年段階料金を適用する場合の基本料

区分 単位 料金額 備考

保守の区別が
タイプ１－１
のもの

(ｱ) 令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

1,377円 接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１回線ごと
に

を加算した料
金額

のうち、

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

209円

端末回
線伝送
機能
（第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
１－３
欄で接
続する
場合）
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134円

のうち、

133円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

を加算した料
金額

163円

のうち、

162円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ) 令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)②欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

134円

を加算した料
金額

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

保守の区別が
タイプ１－２
のもの

(ｱ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

1,585円 接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)①欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)①欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

(ｳ) 令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

189円

を加算した料
金額

189円

のうち、

188円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

を加算した料
金額

134円

のうち、

133円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

１回線ごと
に

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

を加算した料
金額

163円

162円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

のうち、

209円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ)

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

保守の区別が
タイプ１－１
のもの

令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

イ

134円

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

を加算した料
金額

のうち、

保守の区別が
タイプ１－１
のもの

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額
に、

163円

163円

162円

イ (ｱ) １回線ごと
に

1,377円

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額

保守の区別が
タイプ１－２
のもの

令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額
に、

１回線ごと
に

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－１第６
欄イ(ｱ)欄に
規定する料金
額に、

134円

133円

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

を加算した料
金額

のうち、

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

212円

のうち、

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

134円

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

212円

を加算した料
金額
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１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

194円 194円

を加算した料
金額

のうち、

193円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

のうち、

166円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ) 令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)②欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

138円

を加算した料
金額

138円

のうち、

137円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

ウ アイ以外
のもの

(ｱ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

1,630円 接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)①欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)①欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

167円

を加算した料
金額

167円

(ｳ) 令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｲ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

189円

を加算した料
金額

189円

のうち、

188円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

保守の区別が
タイプ１－２
のもの

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

端末回線伝
送機能（第
５条（標準
的な接続箇
所）第１項
の表中第１
－３欄で接
続する場
合）

光信号
主端末
回線
（光局
外スプ
リッタ
を含む
ものに
限りま
す。）
により
１芯に
て伝送
を行う
機能

134円

を加算した料
金額

のうち、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

215円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

保守の区別が
タイプ１－２
のもの

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

１回線ごと
に

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－１第６
欄イ(ｲ)欄に
規定する料金
額に、

(ｲ)

のうち、

137円

134円

133円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

ウ アイ以外
のもの

令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

１回線ごと
に

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

218円

を加算した料
金額

218円

167円

を加算した料
金額

(ｱ) 1,415円

のうち、

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１回線ごと
に

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
１第６欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

(ｳ)

167円

のうち、

166円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

１回線ごと
に

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－１第６
欄イ(ｳ)欄に
規定する料金
額に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

138円 138円

を加算した料
金額
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月額 月額

(2) (2)

(ｲ)

412円

412円

424円

417円

417円

430円

413円

413円

425円

444円

444円

457円

449円

449円

462円

443円

443円

456円

保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

２－１
－１－
１第２
欄ウ欄
又は第
６欄イ
欄に規
定する
機能に
係る加
算料

ア 光信
号分
岐端
末回
線に
係る
加算
料

(ｱ)

(ｲ) ２－１－１－１
第６欄ア欄に規
定する機能（１
芯にて伝送を行
うものをいいま
す。）に係るも
の

① 令和５年４月１日
から令和６年３月
31日まで適用する
料金

１回線ごと
に

② 令和６年４月１日
から令和７年３月
31日まで適用する
料金

１回線ごと
に

141円

③ 令和７年４月１日
以降に適用する料
金

１回線ごと
に

141円

　

②

AB以外のもの １光信号分
岐端末回線
ごとに

B

A 保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

① 当社が
設置し
た光信
号分岐
端末回
線収容
キャビ
ネット
等にそ
の光信
号分岐
端末回
線が収
容等さ
れてい
るもの

協定事
業者が
設置し
た光信
号分岐
端末回
線収容
キャビ
ネット
等にそ
の光信
号分岐
端末回
線が収
容等さ
れてい
るもの

AB以外のもの １光信号分
岐端末回線
ごとに

当社の
光屋内
配線
（主と
して一
戸建て
の建物
に設置
される
形態に
より設
置する
ものに
限りま
す
。）を
利用し
ないも
の

② 保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

① 保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

　

B

A 保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

①②以外のもの １光信号分
岐端末回線
ごとに

③

C

① 令和５年４月１日
から令和６年３月
31日まで適用する
料金

１回線ごと
に

(ｲ)①欄に規定す
る料金額

② 令和６年４月１日
から令和７年３月
31日まで適用する
料金

１回線ごと
に

(ｲ)②欄に規定す
る料金額

③ (ｲ)③欄に規定す
る料金額

備考

１光信号分
岐端末回線
ごとに

C

保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

１回線ごと
に

令和７年４月１日
以降に適用する料
金

当社の光屋内配線
（主として一戸建
ての建物に設置さ
れる形態により設
置するものに限り
ます。）を利用す
るもの

(1) 専用
サービ
ス契約
約款に
規定す
る施設
設置負
担金等
の適用
がない
場合の
加算料

　　　２－１－１－２　加算料

区分 単位 料金額

ア （略） 　　　

　　

イ １芯
式の
もの

(ｱ)

141円

　　　ウ　（略） 　　　

(ｲ)以外のもの

(1) 専用
サービ
ス契約
約款に
規定す
る施設
設置負
担金等
の適用
がない
場合の
加算料

ア （略） 　　　

　　

イ １芯
式の
もの

(ｱ)

140円

ウ　（略） 　　　 　　　

(ｲ)以外のもの １回線ごと
に

　　　

(ｲ) ２－１－１－１第６欄ア欄に規定する機
能（１芯にて伝送を行うものをいいま
す。）に係るもの

１回線ごと
に

(ｲ)欄に規定する
料金額

(ｲ) 当社の
光屋内
配線
（主と
して一
戸建て
の建物
に設置
される
形態に
より設
置する
ものに
限りま
す
。）を
利用し
ないも
の

① 当社が
設置し
た光信
号分岐
端末回
線収容
キャビ
ネット
等にそ
の光信
号分岐
端末回
線が収
容等さ
れてい
るもの

A 保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

B 保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

C AB以外のもの

B

C AB以外のもの １光信号分
岐端末回線
ごとに

② 協定事
業者が
設置し
た光信
号分岐
端末回
線収容
キャビ
ネット
等にそ
の光信
号分岐
端末回
線が収
容等さ
れてい
るもの

A 保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

２－１
－１－
１第２
欄ウ欄
又は第
６欄イ
欄に規
定する
機能に
係る加
算料

ア 光信
号分
岐端
末回
線に
係る
加算
料

(ｱ) 当社の光屋内配線
（主として一戸建
ての建物に設置さ
れる形態により設
置するものに限り
ます。）を利用す
るもの

①

　　　２－１－１－２　加算料

区分 単位 料金額 備考

② 保守の区別がタ
イプ１－２のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

　　　

保守の区別がタ
イプ１－１のも
の

１光信号分
岐端末回線
ごとに

１光信号分
岐端末回線
ごとに

１光信号分
岐端末回線
ごとに

③ ①②以外のもの
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月額 月額

２－１
－１－
１第２
欄ウ欄
又は第
６欄イ
欄に規
定する
機能に
係る加
算料

令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１光信号主
端末回線ご
とに

保守の区別がタイプ１－１のもの

(ｲ) 保守の区別がタイプ１－２のもの １光信号主
端末回線ご
とに

1,510円

1,510円

　 

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの １光信号主
端末回線ご
とに

1,552円

イ 光信
号主
端末
回線
に係
る加
算料

(ｱ) 保守の区別がタイ
プ１－１のもの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

③ 令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

1,585円 接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)①欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

２－１－１
－１第２欄
ウ欄に規定
する機能に
係る加算料

212円

保守の区別
がタイプ１
－１のもの

163円

163円

162円

令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

光信号
主端末
回線に
係る加
算料

ア

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

(ｲ) １光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

1,765円

1,730円

(ｳ) (ｱ)(ｲ)以外のもの ① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

　　　２－１－１－２の２　複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 単位 料金額 備考

を加算した料
金額

のうち、

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)①欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

(ｱ)

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)②欄に規
定する料金額

保守の区別がタイ
プ１－２のもの

① 令和５年４月１
日から令和６年
３月31日まで適
用する料金

１光信号主
端末回線ご
とに

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１光信号主
端末回線ご
とに

③

1,765円

② 令和６年４月１
日から令和７年
３月31日まで適
用する料金

１光信号主
端末回線ご
とに

1,815円

③ 令和７年４月１
日以降に適用す
る料金

１光信号主
端末回線ご
とに

(ｲ)

１光信号主
端末回線ご
とに

１光信号主
端末回線ご
とに

1,773円

　 

1,779円

１光信号主
端末回線ご
とに

1,823円

1,730円

1,773円

イ 光信
号主
端末
回線
に係
る加
算料

(ｱ) １光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

　　　２－１－１－２の２　複数年段階料金を適用する場合の加算料

区分 単位 料金額 備考

２－１－１
－１第２欄
ウ欄に規定
する機能に
係る加算料

光信号
主端末
回線に
係る加
算料

ア (ｱ) 令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

保守の区別
がタイプ１
－１のもの

209円

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

２－１
－１－
１第２
欄ウ欄
又は第
６欄イ
欄に規
定する
機能に
係る加
算料

を加算した料
金額

のうち、

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ) １光信号主
端末回線ご
とに

212円

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

1,377円

(3)～(4)
（略）

　　　　　　 　　　 　　　 　　 (3)～(4)
（略）
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のうち、

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

212円

を加算した料
金額

212円

のうち、

209円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

1,377円

133円

(ｲ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

を加算した料
金額

163円

のうち、

162円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

を加算した料
金額

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｳ) 令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

1,585円イ 保守の区別
がタイプ１
－２のもの

(ｱ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

163円

のうち、

162円

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)②欄に規
定する料金額

(ｲ)

134円

令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

134円

を加算した料
金額

134円

のうち、

133円

を加算した料
金額

134円

のうち、

133円

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)①欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)①欄に規
定する料金額
に、

189円

のうち、

188円

保守の区別
がタイプ１
－１のもの

令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

189円

を加算した料
金額

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

163円

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１光信号主
端末回線ご
とに

保守の区別
がタイプ１
－１のもの

令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｱ)欄に規定
する料金額
に、

162円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

を加算した料
金額

163円

のうち、

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

１光信号主
端末回線ご
とに

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－２第２
欄イ(ｱ)欄に
規定する料金
額に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

134円

を加算した料
金額

134円

イ 保守の区別
がタイプ１
－２のもの

(ｱ) 令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

12



166円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

194円

を加算した料
金額

194円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

167円

を加算した料
金額

134円

のうち、

133円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

ウ アイ以外の
もの

(ｱ) 令和４年
４月１日
から令和
５年３月
31日まで
適用する
料金

1,415円

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

218円

を加算した料
金額

218円

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

(ｲ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

１光信号主
端末回線ご
とに

令和５年４月
１日から令和
６年３月31日
まで適用する
２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)欄に規定
する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

167円

を加算した料
金額

のうち、

のうち、

215円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

(ｳ) 令和６年
４月１日
以降に適
用する料
金

１光信号主
端末回線ご
とに

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－２第２
欄イ(ｲ)欄に
規定する料金
額に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

134円

137円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｳ) 令和７年
４月１日
以降に適
用する料
金

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｲ)③欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

189円

を加算した料
金額

189円

のうち、

188円

　　２－１－２～２－６の２　（略）

ウ アイ以外の
もの

(ｱ) 令和５年
４月１日
から令和
６年３月
31日まで
適用する
料金

1,630円

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)①欄に規
定する料金額

１光信号主
端末回線ご
とに

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)①欄に規
定する料金額
に、

(ｳ)

保守の区別
がタイプ１
－２のもの

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

(ｲ) 令和６年
４月１日
から令和
７年３月
31日まで
適用する
料金

１光信号主
端末回線ご
とに

１光信号主
端末回線ご
とに

令和６年４月
１日以降に適
用する２－１
－１－２第２
欄イ(ｳ)欄に
規定する料金
額に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

138円

を加算した料
金額

138円

のうち、

137円

のうち、

193円

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

にのみ消費税相当額を加算
するものとします。

１光信号主
端末回線ご
とに

接続開始日から、１年未満
の場合に適用します。

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)②欄に規
定する料金額

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

接続開始日から、１年以上
２年未満の場合に適用しま
す。

のうち、

１光信号主
端末回線ご
とに

166円

を加算した料
金額

167円

を加算した料
金額

138円

のうち、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

167円

２－１－１－
２第２欄イ
(ｳ)②欄に規
定する料金額
に、

接続開始日から、２年以上
３年未満の場合に適用しま
す。また、料金表通則の規
定にかかわらず左欄に掲げ
る

138円

　　２－１－２～２－６の２　（略）

保守の区別
がタイプ１
－２のもの
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１中継局イーサネットスイッチごとに月額 １中継局イーサネットスイッチごとに月額

都道府県の区域ごとに月額 都道府県の区域ごとに月額

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（都道府県の区
域における通信に
係るものに限りま
す。）

イーサネットフ
レーム伝送機能

14,164円

31,309円

40Mbit/sの符合伝送が可能なもの

18,763円

22,146円

24,921円 89,518円

10Mbit/sの符合伝送が可能なもの 50,923円イーサネットフ
レーム伝送機能

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（都道府県の区
域における通信に
係るものに限りま
す。）

10Mbit/sの符合伝送が可能なもの

33,088円

27,308円

29,419円

80Gbit/sの符合伝送が可能なもの 630,799円 80Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,998,261円

70Gbit/sの符合伝送が可能なもの 591,661円 70Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,891,346円

60Gbit/sの符合伝送が可能なもの 549,869円 60Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,774,883円

50Gbit/sの符合伝送が可能なもの 504,816円 50Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,646,684円

40Gbit/sの符合伝送が可能なもの 455,283円 40Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,502,373円

30Gbit/sの符合伝送が可能なもの 399,337円 30Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,334,989円

20Gbit/sの符合伝送が可能なもの 333,052円 20Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,130,408円

10Gbit/sの符合伝送が可能なもの 246,033円 10Gbit/sの符合伝送が可能なもの 851,237円

９Gbit/sの符合伝送が可能なもの 235,081円 ９Gbit/sの符合伝送が可能なもの 815,224円

８Gbit/sの符合伝送が可能なもの 223,520円 ８Gbit/sの符合伝送が可能なもの 777,023円

７Gbit/sの符合伝送が可能なもの 211,075円 ７Gbit/sの符合伝送が可能なもの 735,640円

６Gbit/sの符合伝送が可能なもの 197,635円 ６Gbit/sの符合伝送が可能なもの 690,676円

５Gbit/sの符合伝送が可能なもの 182,923円 ５Gbit/sの符合伝送が可能なもの 641,137円

４Gbit/sの符合伝送が可能なもの 166,442円 ４Gbit/sの符合伝送が可能なもの 585,234円

600Mbit/sの符合伝送が可能なもの 75,573円

３Gbit/sの符合伝送が可能なもの 147,473円 ３Gbit/sの符合伝送が可能なもの 520,379円

２Gbit/sの符合伝送が可能なもの 124,467円 ２Gbit/sの符合伝送が可能なもの 441,004円

１Gbit/sの符合伝送が可能なもの 93,334円 １Gbit/sの符合伝送が可能なもの 332,389円

900Mbit/sの符合伝送が可能なもの 89,364円 900Mbit/sの符合伝送が可能なもの 318,444円

800Mbit/sの符合伝送が可能なもの 85,117円 800Mbit/sの符合伝送が可能なもの 303,505円

700Mbit/sの符合伝送が可能なもの 80,539円 700Mbit/sの符合伝送が可能なもの 287,372円

500Mbit/sの符合伝送が可能なもの 70,110円 500Mbit/sの符合伝送が可能なもの 250,532円

400Mbit/sの符合伝送が可能なもの 63,984円 400Mbit/sの符合伝送が可能なもの 228,830円

90Mbit/sの符合伝送が可能なもの 34,702円 90Mbit/sの符合伝送が可能なもの 124,536円

100Mbit/sの符合伝送が可能なもの 36,204円 100Mbit/sの符合伝送が可能なもの

70Mbit/sの符合伝送が可能なもの 70Mbit/sの符合伝送が可能なもの 112,399円

300Mbit/sの符合伝送が可能なもの 56,806円 300Mbit/sの符合伝送が可能なもの 203,349円

80Mbit/sの符合伝送が可能なもの 80Mbit/sの符合伝送が可能なもの 118,766円

　　　　　

20Mbit/sの符合伝送が可能なもの

30Mbit/sの符合伝送が可能なもの

40Mbit/sの符合伝送が可能なもの

60Mbit/sの符合伝送が可能なもの 60Mbit/sの符合伝送が可能なもの 105,634円

50Mbit/sの符合伝送が可能なもの

30Mbit/sの符合伝送が可能なもの 79,570円

172,497円200Mbit/sの符合伝送が可能なもの 48,136円 200Mbit/sの符合伝送が可能なもの

20Mbit/sの符合伝送が可能なもの 67,435円

備考
イーサネットフレーム伝送
機能

ＬＡＮ型通信網により通信路の設定及び伝送を行
う機能（中継局イーサネットスイッチに係るもの
に限ります。）

246,886円
　　　　　

イーサネットフレーム伝送
機能

ＬＡＮ型通信網により通信路の設定及び伝送を行
う機能（中継局イーサネットスイッチに係るもの
に限ります。）

296,296円
　　　　　

区分 料金額 備考 区分 料金額

　２－６の３　イーサネットフレーム伝送機能 　２－６の３　イーサネットフレーム伝送機能
　　２－６の３－１　中継局イーサネットスイッチに係る部分の料金額 　　２－６の３－１　中継局イーサネットスイッチに係る部分の料金額

　　２－６の３－２　都道府県の区域における通信に係る部分の料金額 　　２－６の３－２　都道府県の区域における通信に係る部分の料金額

区分 料金額 備考 区分 料金額 備考

129,909円

50Mbit/sの符合伝送が可能なもの 98,073円

　　　　　

600Mbit/sの符合伝送が可能なもの 269,847円
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単位料金区域ごとに月額 単位料金区域ごとに月額

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（単位料金区域
における通信に係
るものに限りま
す。）

イーサネットフ
レーム伝送機能

100Tbit/sの符合伝送が可能なもの 57,144,187円

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（都道府県の区
域における通信に
係るものに限りま
す。）

イーサネットフ
レーム伝送機能

80Tbit/sの符合伝送が可能なもの 49,813,452円

90Tbit/sの符合伝送が可能なもの 53,530,735円

70Tbit/sの符合伝送が可能なもの 45,970,459円

60Tbit/sの符合伝送が可能なもの 41,971,917円

40Tbit/sの符合伝送が可能なもの 33,308,685円

50Tbit/sの符合伝送が可能なもの 37,774,267円

30Tbit/sの符合伝送が可能なもの 28,458,411円

20Tbit/sの符合伝送が可能なもの 22,988,731円

９Tbit/sの符合伝送が可能なもの 15,464,564円

10Tbit/sの符合伝送が可能なもの 16,269,697円

８Tbit/sの符合伝送が可能なもの 14,619,052円

７Tbit/sの符合伝送が可能なもの 13,724,210円

５Tbit/sの符合伝送が可能なもの 11,734,821円

６Tbit/sの符合伝送が可能なもの 12,768,502円

４Tbit/sの符合伝送が可能なもの 10,596,514円

３Tbit/sの符合伝送が可能なもの 9,307,631円

１Tbit/sの符合伝送が可能なもの 5,756,401円

２Tbit/sの符合伝送が可能なもの 7,776,477円

900Gbit/sの符合伝送が可能なもの 5,502,378円

800Gbit/sの符合伝送が可能なもの 5,232,443円

600Gbit/sの符合伝送が可能なもの 4,630,115円

700Gbit/sの符合伝送が可能なもの 4,943,214円

500Gbit/sの符合伝送が可能なもの 4,286,583円

400Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,902,274円

200Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,920,624円

300Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,458,889円

イーサネットフ
レーム伝送機能

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（単位料金区域
における通信に係
るものに限りま
す。）

10Mbit/sの符合伝送が可能なもの

20Mbit/sの符合伝送が可能なもの

30Mbit/sの符合伝送が可能なもの 95,210円

90Mbit/sの符合伝送が可能なもの 149,133円 90Mbit/sの符合伝送が可能なもの 239,712円

80Mbit/sの符合伝送が可能なもの 142,207円 80Mbit/sの符合伝送が可能なもの 228,602円

70Mbit/sの符合伝送が可能なもの 134,567円 70Mbit/sの符合伝送が可能なもの 216,344円

60Mbit/sの符合伝送が可能なもの 126,452円 60Mbit/sの符合伝送が可能なもの 203,321円

50Mbit/sの符合伝送が可能なもの 117,385円 50Mbit/sの符合伝送が可能なもの 188,766円

10Mbit/sの符合伝送が可能なもの 98,007円

20Mbit/sの符合伝送が可能なもの 129,789円

30Mbit/sの符合伝送が可能なもの 153,148円

60,907円

　　　　　

80,674円

40Mbit/sの符合伝送が可能なもの

　　２－６の３－３　単位料金区域における通信に係る部分の料金額 　　２－６の３－３　単位料金区域における通信に係る部分の料金額

区分 料金額 備考 区分 料金額 備考

イーサネットフ
レーム伝送機能

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（都道府県の区
域における通信に
係るものに限りま
す。）

107,130円 40Mbit/sの符合伝送が可能なもの 172,297円

100Gbit/sの符合伝送が可能なもの 703,269円 100Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,191,207円

90Gbit/sの符合伝送が可能なもの 667,891円 90Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,097,817円
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ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（単位料金区域
における通信に係
るものに限りま
す。）

イーサネットフ
レーム伝送機能

４Tbit/sの符合伝送が可能なもの 22,016,487円

３Tbit/sの符合伝送が可能なもの 19,130,211円

１Tbit/sの符合伝送が可能なもの 11,484,188円

２Tbit/sの符合伝送が可能なもの 15,777,673円

900Gbit/sの符合伝送が可能なもの 10,954,735円

800Gbit/sの符合伝送が可能なもの 10,394,657円

600Gbit/sの符合伝送が可能なもの 9,154,298円

700Gbit/sの符合伝送が可能なもの 9,797,446円

500Gbit/sの符合伝送が可能なもの 8,452,580円

400Gbit/sの符合伝送が可能なもの 7,672,386円

200Gbit/sの符合伝送が可能なもの 5,702,009円

300Gbit/sの符合伝送が可能なもの 6,778,498円

80Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,608,964円 80Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,878,193円

70Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,453,643円 70Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,668,372円

60Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,286,908円 60Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,440,177円

100Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,894,636円 100Gbit/sの符合伝送が可能なもの 4,257,640円

イーサネットフ
レーム伝送機能

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（単位料金区域
における通信に係
るものに限りま
す。）

90Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,755,486円 90Gbit/sの符合伝送が可能なもの 4,073,850円

50Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,106,143円 50Gbit/sの符合伝送が可能なもの 3,189,395円

40Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,906,116円 40Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,907,606円

30Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,678,504円 30Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,581,411円

20Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,406,424円 20Gbit/sの符合伝送が可能なもの 2,183,630円

10Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,045,168円 10Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,642,296円

９Gbit/sの符合伝送が可能なもの 999,364円 ９Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,572,582円

８Gbit/sの符合伝送が可能なもの 950,944円 ８Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,498,657円

７Gbit/sの符合伝送が可能なもの 898,720円 ７Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,418,608円

６Gbit/sの符合伝送が可能なもの 842,215円 ６Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,331,667円

５Gbit/sの符合伝送が可能なもの 780,240円 ５Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,235,923円

４Gbit/sの符合伝送が可能なもの 710,656円 ４Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,127,928円

３Gbit/sの符合伝送が可能なもの 630,371円 ３Gbit/sの符合伝送が可能なもの 1,002,707円

２Gbit/sの符合伝送が可能なもの 532,727円 ２Gbit/sの符合伝送が可能なもの 849,540円

１Gbit/sの符合伝送が可能なもの 400,126円 １Gbit/sの符合伝送が可能なもの 640,101円

900Mbit/sの符合伝送が可能なもの 383,180円 900Mbit/sの符合伝送が可能なもの 613,223円

800Mbit/sの符合伝送が可能なもの 365,045円 800Mbit/sの符合伝送が可能なもの 584,432円

700Mbit/sの符合伝送が可能なもの 345,483円 700Mbit/sの符合伝送が可能なもの 553,343円

600Mbit/sの符合伝送が可能なもの 324,257円 600Mbit/sの符合伝送が可能なもの 519,575円

500Mbit/sの符合伝送が可能なもの 300,890円 500Mbit/sの符合伝送が可能なもの 482,362円

400Mbit/sの符合伝送が可能なもの 274,670円 400Mbit/sの符合伝送が可能なもの 440,555円

300Mbit/sの符合伝送が可能なもの 243,932円 300Mbit/sの符合伝送が可能なもの 391,474円

200Mbit/sの符合伝送が可能なもの 206,773円 200Mbit/sの符合伝送が可能なもの 332,058円

100Mbit/sの符合伝送が可能なもの 155,583円 100Mbit/sの符合伝送が可能なもの 250,056円
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100Tbit/sの符合伝送が可能なもの 150,553,341円

ＬＡＮ型通信網に
より通信路の設定
及び伝送を行う機
能（単位料金区域
における通信に係
るものに限りま
す。）

イーサネットフ
レーム伝送機能

80Tbit/sの符合伝送が可能なもの 128,329,631円

90Tbit/sの符合伝送が可能なもの 139,541,400円

70Tbit/sの符合伝送が可能なもの 116,875,926円

60Tbit/sの符合伝送が可能なもの 105,122,864円

40Tbit/sの符合伝送が可能なもの 80,334,710円

50Tbit/sの符合伝送が可能なもの 92,986,610円

30Tbit/sの符合伝送が可能なもの 66,942,456円

20Tbit/sの符合伝送が可能なもの 52,358,131円

９Tbit/sの符合伝送が可能なもの 33,414,095円

10Tbit/sの符合伝送が可能なもの 35,369,376円

８Tbit/sの符合伝送が可能なもの 31,381,103円

７Tbit/sの符合伝送が可能なもの 29,253,174円

５Tbit/sの符合伝送が可能なもの 24,612,975円

６Tbit/sの符合伝送が可能なもの 27,008,105円

　２－７～２－１２　（略） 　２－７～２－１２　（略）

― (1)～(3) （略） ― ― ―

(4) ア一般ＩＰ通信
網県間中継系
ルータ交換伝
送機能

(1)～(3) （略） ― ―
備考 区分 単位 料金額 備考

　２－１３ ルーティング伝送機能 　２－１３ ルーティング伝送機能
区分 単位 料金額

　　　　　

一般県間中継局
ルータ（一般中
継局ルータで
あって、専ら異
なる都道府県の
区域間の通信の
交換等を行うも
の（ＩＰｏＥ方
式で接続する場
合及びＩＰ電話
の提供の用に供
するものに限り
ます。）をいい
ます。以下同じ
とします。）等
により通信の交
換及び伝送を行
う機能（優先パ
ケット（優先ク
ラスに対応した
転送優先度識別
子を設定したＩ
Ｐパケットをい
います。以下同
じとします。）
に係る交換及び
伝送を行う機能
を含みます。）

　第５
条（標
準的な
接続箇
所）第
１項の
表中第
７欄で
接続す
るもの
であっ
て、イ
以外の
場合
（100Gb
/sの符
号伝送
が可能
なもの
に限り
ま
す。）

（ｲ）（ｱ）以外の
場合

イ 　第５条（標準的な接続箇
所）第１項の表中第７欄で
接続し、優先クラスに対応
した転送優先度識別子を設
定したＩＰパケットに係る
交換及び伝送を行う場合

１Mbitまでご

とに月額 
ＩＰｏＥ
接続を利
用してい
る協定事
業者に適
用しま
す。

ウ 　第５条（標準的な接続箇
所）第１項の表中第７-２欄
（ＩＰ通信網間接続装置の
他事業者側ポート又は中間
配線盤に限ります。）で接
続する場合

１秒ごとに  0.000024646円 　　　

0.00013039円

１ポートごと
の100Gb/sの
符号伝送ごと
に月額

5,378,086円 ＩＰｏＥ
接続を利
用してい
る協定事
業者に適
用しま
す。

（ｱ）大阪府内の設
置場所において接
続する場合（接続
対象地域は西日本
全域とします。）

１ポートごと
の100Gb/sの
符号伝送ごと
に月額

6,460,526円 ＩＰｏＥ
接続を利
用してい
る協定事
業者に適
用しま
す。
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２　工事費の額 ２　工事費の額
　２－１ （略） 　２－１ （略）

　２－２ ２－１以外の工事費 　２－２ ２－１以外の工事費

備考

(1)～(6) （略） 　　　　　 　　　 　　　 　　　 (1)～(6) （略） 　　　　　 　　　 　　　 　　　

区分 単位 備考 区分 単位

(7) 光回線設備調
整等工事費

光回線設備（光信号局内伝送路を含みます。）の回線調整
等に係る工事に要する費用

１工事ごと
に 　　　

(7) 光回線設備調
整等工事費

光回線設備（光信号局内伝送路及び特定光信号端末回線を
含みます。）の回線調整等に係る工事に要する費用

１工事ごと
に 　　　
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２　料金額

イ 第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第７－２欄で接続する場
合のＩＰ通信網県間区間伝送機能に係る料金

１秒ごとに 0.000024646円
　　

区分 単位 料金額 備考

ア 優先パケットに係るＩＰ通信網県間区間伝送機能に係る料金 １Mbitまでごと
に月額

0.00013039円

　　

区分 内容

(1) 優先パケットに係るＩＰ通信網県
間区間伝送機能に係る料金の適用

２（料金額）ア欄に掲げる料金額は、第５条（標準的な接続箇所）第１項の
表中第７欄で接続する場合のうちＩＰｏＥ方式で接続する場合であって、相
互接続通信が都道府県の区域をまたがるときに適用します。

(2) 第５条（標準的な接続箇所）第１
項の表中第７－２欄で接続する場
合のＩＰ通信網県間区間伝送機能
に係る料金の適用

２（料金額）イ欄に掲げる料金額は、協定事業者が第１表（接続料金）第１
（網使用料）１（適用）第５欄イ欄（ｵ）欄に定める組み合わせの対象とな
る機能を利用するときに適用します。

第５表　その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金額 第５表　その他指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な設備に係る料金額

第１　ＩＰ通信網県間区間伝送路に係るもの 第１　削除

１　適用

協定事業者が設置した
光信号分岐端末回線収
容キャビネット等にそ
の光信号引込等設備が
収容等されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

474円② 協定事業者が設置した
光信号分岐端末回線収
容キャビネット等にそ
の光信号引込等設備が
収容等されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

467円 ②

① 当社が設置した光信号
分岐端末回線収容キャ
ビネット等にその光信
号引込等設備が収容等
されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

479円当社が設置した光信号
分岐端末回線収容キャ
ビネット等にその光信
号引込等設備が収容等
されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

473円 (ｲ) 当社の光屋内
配線（主とし
て一戸建ての
建物に設置さ
れる形態によ
り設置するも
のに限りま
す。）が設置
されていない
もの

(ｲ) 当社の光屋
内配線（主
として一戸
建ての建物
に設置され
る形態によ
り設置する
ものに限り
ます。）が
設置されて
いないもの

①

当社の光屋内配線（主として一戸建ての
建物に設置される形態により設置するも
のに限ります。）が設置されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

475円

　　

468円

　　

(1) 光信号引込
等設備維持
負担額

当社が
光信号
引込等
設備を
維持等
するた
めに要
する負
担額

(ｱ)(1) 光信号引込
等設備維持
負担額

当社が
光信号
引込等
設備を
維持等
するた
めに要
する負
担額

(ｱ) 当社の光屋内配線（主として一戸建ての
建物に設置される形態により設置するも
のに限ります。）が設置されているもの

１光信号引込等
設備ごとに月額

第４表　光信号引込等設備に係る負担額 第４表　光信号引込等設備に係る負担額

第１　光信号引込等設備の維持等に係る負担額 第１　光信号引込等設備の維持等に係る負担額

１　（略） １　（略）

２　負担額 ２　負担額

区分 単位 料金額 備考 区分 単位 料金額 備考
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(1) (1)接続申込者が、第34条の13
（複数年段階料金を適用する
光信号主端末回線の取扱い）
第４項に規定する、複数年段
階料金を適用する光信号主端
末回線との接続を終了した場
合の違約金

協定事業者が、
複数年段階料金
を適用する光信
号主端末回線と
の接続を開始し
た日から１年を
経過する日まで
に、接続を終了
した場合

接続を終了した日（以下、この表において「終了日」といいます。）か
ら、接続を開始して１年が経過する日までの期間に対応する、料金表第１
表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２－１－１－１第６欄イ欄
又は２－１－１－２第２欄イ欄に掲げる料金額に、接続を開始した日から
終了日の前日までの期間に対応する、２－１－１－１第６欄イ欄又は２－
１－１－２第２欄イ欄から２－１－１－１の２又は２－１－１－２の２を
減じた額（以下、この表において「低減額」といいます。）及び当該低減
額について、接続を開始した日から終了日の前日までの日数に対応する利
息（0.36%の割合で計算し、複利計算を行うものとします。以下、この表
において同じとします。）を加算した額

接続申込者が、第34条の13
（複数年段階料金を適用する
光信号主端末回線の取扱い）
第４項に規定する、複数年段
階料金を適用する光信号主端
末回線との接続を終了した場
合の違約金

協定事業者が、
複数年段階料金
を適用する光信
号主端末回線と
の接続を開始し
た日から１年を
経過する日まで
に、接続を終了
した場合

接続を終了した日（以下、この表において「終了日」といいます。）か
ら、接続を開始して１年が経過する日までの期間に対応する、料金表第１
表（接続料金）第１（網使用料）２（料金額）２－１－１－１第６欄イ欄
又は２－１－１－２第２欄イ欄に掲げる料金額に、接続を開始した日から
終了日の前日までの期間に対応する、２－１－１－１第６欄イ欄又は２－
１－１－２第２欄イ欄から２－１－１－１の２又は２－１－１－２の２を
減じた額（以下、この表において「低減額」といいます。）及び当該低減
額について、接続を開始した日から終了日の前日までの日数に対応する利
息（0.30%の割合で計算し、複利計算を行うものとします。以下、この表
において同じとします。）を加算した額

(2)～(3） (略) ― (2)～(3） (略) ―

別表４　違約金 別表４　違約金

第６ 複数年段階料金を適用した光信号主端末回線との接続の終了に係る違約金 第６ 複数年段階料金を適用した光信号主端末回線との接続の終了に係る違約金
区分 違約金の額 区分 違約金の額

第１～５　（略） 第１～５　（略）
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附 則（令和３年６月２日西設相制第000216号） 

１ （略） 

（光ＩＰ電話接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定の適用日から令和６年12月31日までの間、協定事業者がＩＧＳ又は第５条（標準的な接続箇

所）第１項の表中第７－２欄で接続する場合は、料金表第１表第１又は第５表第１の規定にかかわらず、

以下の全ての機能を組み合わせて適用します。また、第１欄及び第２欄の機能に係る料金については１通

信ごとの料金額及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

区分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) （略） 

(3) 第５条（標準的な接続箇所）第１項の表中第

７－２欄で接続する場合のＩＰ通信網県間区間

伝送機能 

１秒ごと

に 

（略） 

附 則（令和３年６月２日西設相制第000216号） 

１ （略） 

（光ＩＰ電話接続機能に係る経過措置） 

２ この改正規定の適用日から令和６年12月31日までの間、協定事業者がＩＧＳ又は第５条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第７－２欄で接続する場合は、料金表第１表第１の規定にかかわらず、以下の全ての機能を組

み合わせて適用します。また、第１欄及び第２欄の機能に係る料金については１通信ごとの料金額及び１秒

ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

区分 単位 料金額 備考 

(1)～(2) （略） 

(3) 一般ＩＰ通信

網県間中継系ル

ータ交換伝送機

能 

第５条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第７-２欄（Ｉ

Ｐ通信網間接続装置の他事

業者側ポート又は中間配線

盤に限ります。）で接続す

る場合 

１秒ごと

に 

（略） 

附 則（令和５年７月31日相制第155500000026号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、認可を受けた後、速やかに実施し、この改正規定のうち、料金表に定める接続料、別表４

の違約金の額については、令和５年４月１日に遡及して適用します。ただし、第３条（用語の定義）第 99-4

欄、第 64 条（定額制の網使用料の支払義務）第１項第３号及び第４号、第 102 条（ＩＰ通信網県間区間伝送

路との接続の申込みに係る手続き等）第１項及び第３項、料金表第１表第１（網使用料）１（適用）第５欄、

第８－11 欄、第８－12 欄、２（料金額）２－13（ルーティング伝送機能）、附則（令和３年６月２日西設相

制第 000216 号）第２項並びに本附則第３項については、令和５年６月 16 日に、料金表第１表第１（網使用料）

第２（料金額）２－６の３（イーサネットフレーム伝送機能）については、令和３年４月１日に、それぞれ遡

及して適用することとし、第 37 条の４（光回線設備の回線調整等工事）及び料金表第２表第１（工事費）２

（工事費の額）２－２（２－１以外の工事費）の表中第７欄に規定する工事費については、当社の準備が整い

次第、実施します。 

（イーサネットフレーム伝送に係る端末回線伝送機能に関する遡及適用）

２ 前項の規定にかかわらず、料金表第１表第１（網使用料）２－１－１－１（基本料）第９欄について、令和

３年度及び令和４年度に適用する接続料金は以下のとおりとし、第１号については令和３年４月１日に、第２

号については令和４年４月１日に、それぞれ遡及して適用します。 

(1) 令和３年度に適用する接続料金

月額 

区分 単位 料金額 備考 

端末回線伝送機能（第５

条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第５－３欄

で接続する場合） 

ア 10Mbit/s から 100Mbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 4,001 円 

イ 200Mbit/s から１Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 9,011 円 
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ウ ２Gbit/s から 400Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 2,538 円 

(2) 令和４年度に適用する接続料金

月額 

区分 単位 料金額 備考 

端末回線伝送機能（第５

条（標準的な接続箇所）

第１項の表中第５－３欄

で接続する場合） 

ア 10Mbit/s から 100Mbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 3,857 円 

イ 200Mbit/s から１Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 8,867 円 

ウ ２Gbit/s から 400Gbit/s ま

での符合伝送が可能なもの 

１回線ごとに 2,394 円 

（一般ＩＰ通信網県間中継系ルータ交換伝送機能に係る経過措置） 

３ 協定事業者が、令和５年６月 15 日まで当社の非指定電気通信設備との接続に関する契約約款料金表第１表

第１（網使用料）２（料金額）２－３（ＩＰ通信網県間区間伝送機能）第６欄に規定する機能を利用している

場合（当該機能を利用する旨の申込みを行っている場合を含みます。）であって、当該機能との接続を終了す

る旨を申し出ないときは、当社は当該協定事業者について、料金表第１表第１（網使用料）２（料金額）２－

13（ルーティング伝送機能）第４欄ア欄に規定する機能を利用するものとみなします。 

（網使用料の算定に係る措置） 

４ 当社は、この改正規定に係る端末回線伝送機能（２－１－１－１第３欄ウ欄及びエ欄、第６欄、２－１－

１－１の２、２－１－１－２第１欄イ欄、第２欄イ欄並びに２－１－１－２の２に限ります。以下この附則

の第６項までにおいて同じとします。）について、令和４年度以前に適用した網使用料の原価の実績値（令

和４年度については、直近までの期間の実績値を基礎として合理的な予測に基づき算定した値とします。以

下この項において同じとします。）と収入の実績値との差額（以下この附則において「前期差額」といいま

す。）を、令和５年度以降に適用される網使用料の原価に加えて算定するものとします。 

５ 当社は、この改正規定に係る令和４年度における端末回線伝送機能の網使用料の原価の実績値と収入の実

績値との差額が発生した場合であって、当該差額と前期差額（令和４年度に係るものに限ります。）との差

額が発生したときは、速やかに前項の料金額の算定に用いた原価にその差額を加えてそれ以降に適用される

網使用料を変更する措置を講じるものとします。 

６ 当社は、この改正規定に係る端末回線伝送機能の網使用料（令和５年４月１日から令和８年３月 31 日まで

適用するものに限ります。）について、原価の実績値と収入の実績値との差額が発生した場合は、その都度

速やかにそれ以降に適用される網使用料の原価に当該差額を加えて当該網使用料を変更する措置を講じるも

のとします。 

７ 当社は、前２項の規定に基づく網使用料の算定を行うことにより、当該網使用料の水準に急激な変動が生

じるおそれがあるときは、前３項の規定にかかわらず、前３項に規定する差額を複数の算定期間に分けて原

価に加えるなど、当該変動を緩和するための措置を講じるものとします。 
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